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 第１章 計画の策定にあたって  

 

【１】計画策定の社会的背景と趣旨 
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【２】計画の位置付け 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

坂町第５次長期総合計画 

坂町地域福祉計画 

坂町障害者計画 

「障害者基本法」の規定に基づく 

障害者施策に関する基本的計画 

【 関連他計画 】 
高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画、 

子ども・子育て支援事業計画、健康増進計画・・・など 

整合・連携 

  

  

根拠法「障害者基本法」 

国「障害者基本計画」 

広島県「障害者プラン」 

根拠法「障害者総合支援法」

及び「児童福祉法」 

国「障害福祉計画に係る基本

指針※」 

広島県「障害福祉計画・障害

児福祉計画」 

【 計画の位置付け 】 

坂町第７期障害福祉計画 

・ 「障害者総合支援法」の規定

に基づく福祉サービス、相談支

援等の提供体制の確保に関す

る計画 

坂町第３期障害児福祉計画 

・ 「児童福祉法」の規定に基づく

障害児福祉サービスの提供体

制等を定める計画 

本計画 
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【３】計画の期間 

 

 

 
令和３ 

（2021） 

年度 

令和４ 

（2022） 

年度 

令和５ 

（2023） 

年度 

令和６ 

（2024） 

年度 

令和７ 

（2025） 

年度 

令和８ 

（2026） 

年度 

令和９ 

（2027） 

年度 

令和 10 

（2028） 

年度 

令和 11 

（2029） 

年度 

坂町障害者計画          

本
計
画 

坂町障害福祉計画          

坂町障害児福祉計画          

 

 

【４】計画の策定方法 

 

１ 坂町地域自立支援協議会における審議及び町民意見の反映 

 

２ 町民アンケート調査の実施 

調査対象 
町内に住所を有する身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の

所持者及び特別児童扶養手当受給者 

調査方法 郵送配布～郵送回収 

調査時期 令和５年８月 

回収状況 配布数 332 人、有効回収数 127 人、有効回収率 38.3％ 

 

３ 事業所及び関係団体調査の実施 

 障害者支援に関する事業所調査 障害者支援に関する関係団体調査 

調査対象 障害福祉サービス提供事業所 障害福祉関係団体 

調査方法 
郵送配付・郵送回収（ヒアリングシートへの記入依頼）その他電子メール等による回

答を含む。 

調査時期 令和５年９月 

回答件数 ７事業所 ２団体 

 

 

  

第６期 

現行計画 

第２期 

第７期（本計画） 

第３期（本計画） 

第８期（次期計画） 

第４期（次期計画） 

次期計画 
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【５】参考／国の障害者基本計画（第５次）の概要 

 

 

 

 

 

 

 

障害者施策の基本的な方向（施策の体系） 

１ 差別の解消、権利擁護の推進及び虐待の防止 

２ 安全・安心な生活環境の整備 

３ 情報アクセシビリティの向上及び意思疎通支援の充実 

４ 防災、防犯等の推進 

５ 行政等における配慮の充実 

６ 保健・医療の推進 

７ 自立した生活の支援・意思決定支援の推進 

８ 教育の振興 

９ 雇用・就業、経済的自立の支援 

10 文化芸術活動・スポーツ等の振興 

11 国際社会での協力・連携の推進

 

 

 

 

 

 

  

【基本理念】全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と

個性を尊重し合いながら共生する社会の実現 

【 障害者基本計画（第５次）の概要 】 
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 第２章 障害のある人を取り巻く現状と課題  

 

【１】人口の動き 

 

 

【人口・世帯数の推移】 

 
 

【人口・世帯数増減率】 

 
注：増減率は、平成 30 年を 100 とした場合の各年の割合を示している。 

資料：住民基本台帳（各年４月１日現在） 

 

【年齢３区分別人口の推移】 

単位（人） 平成 30 年 平成 31 年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 増減率（％） 

合計 13,247 13,048 12,934 12,978 12,943 12,839 96.9 

  

０～14 歳 1,895 1,868 1,826 1,830 1,814 1,761 92.9 

15～64 歳 7,433 7,283 7,244 7,303 7,298 7,270 97.8 

65 歳以上 3,919 3,897 3,864 3,845 3,831 3,808 97.2 

高齢化率（％） 29.6 29.9 29.9 29.6 29.6 29.7 -  
 

注：増減率は平成 30 年を 100 とした場合の令和５年の割合を示している。 

資料：住民基本台帳（各年１月１日現在）  

13,194 12,975 12,877 12,875 12,858 12,741

5,708 5,637 5,681 5,742 5,752 5,762

2.31 2.30 2.27 2.24 2.24 2.21 

1.60

1.80

2.00

2.20

2.40

2.60

0

5,000

10,000

15,000

平成30年 平成31年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

人口 世帯数 世帯人員（人/世帯）
（人/世帯）（人、世帯）

100.0 
98.3 97.6 97.6 97.5 96.6 

100.0 
98.8 99.5 

100.6 100.8 100.9 

90.0

92.0

94.0

96.0

98.0

100.0

102.0

104.0

平成30年 平成31年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

人口増減率 世帯数増減率
（％）
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【２】障害のある人の状況 

 

１ 障害者手帳所持者の状況 

 

【障害者手帳所持者数の推移】 

 
 

 

単位（人） 
平成 30 

年度 
令和元 
年度 

令和２ 
年度 

令和３ 
年度 

令和４ 
年度 

令和５ 
年度 

 
構成比 
（％） 

障害者手帳所持者数 

合計 
753 761 741 734 737 759 100.0 

  

身体障害者手帳 

所持者 
534 532 513 488 472 479 63.1 

療育手帳所持者 98 101 100 106 108 110 14.5 

精神障害者保健 

福祉手帳所持者 
121 128 128 140 157 170 22.4 

 
資料：民生課（各年度４月１日現在） 

 

  

121 128 128 140 157 170

98 101 100 106 108 110

534 532 513 488 472 479 

753 761 741 734 737 759

0

200

400

600

800

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

身体障害者手帳

所持者

療育手帳所持者

精神障害者保健

福祉手帳所持者

（人）
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２ 身体障害者手帳所持者の状況 

 
 

 

 

単位（人） 
平成 30 

年度 

令和元 

年度 

令和２ 

年度 

令和３ 

年度 

令和４ 

年度 

令和５ 

年度 

 
構成比 

（％） 

身体障害者手帳 

所持者数合計 
534 532 513 488 472 479 100.0 

  

重
度 

１級 180 167 160 152 147 148 30.9 

２級 58 63 60 62 63 63 13.2 

中
度 

３級 104 115 108 102 98 102 21.3 

４級 137 132 132 128 120 122 25.5 

軽
度 

５級 25 26 26 22 23 22 4.6 

６級 30 29 27 22 21 22 4.6 

 

【年齢別身体障害者手帳所持者数の推移】 

単位（人） 
平成 30 

年度 

令和元 

年度 

令和２ 

年度 

令和３ 

年度 

令和４ 

年度 

令和５ 

年度 

 
構成比 

（％） 

合計 534 532 513 488 472 479 100.0 

  

18 歳未満 9 10 11 11 10 10 2.1 

18～64 歳 110 104 101 93 94 95 19.8 

65 歳以上 415 418 401 384 368 374 78.1 
 

資料：民生課（各年度４月１日現在）  

30 29 27 22 21 22

25 26 26 22 23 22

137 132 132 128 120 122

104 115 108
102 98 102

58 63 60
62 63 63

180 167
160

152 147 148

534 532
513

488
472 479

0

100

200

300

400

500

600

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

１級

２級

３級

４級

５級

６級

重
度

中
度

軽
度

（人）

【等級別身体障害者手帳所持者数の推移】 
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【障害種類別身体障害者手帳所持者数の推移】 

 
 

単位（人） 
平成 30 

年度 
令和元 
年度 

令和２ 
年度 

令和３ 
年度 

令和４ 
年度 

令和５ 
年度 

 
構成比 
（％） 

合計 534 532 513 488 472 479 100.0 

  

視覚障害 25 24 26 25 26 32 6.7 

聴覚・平衡機能

障害 
39 41 41 38 36 38 7.9 

音声・言語・ 

そしゃく機能障害 
6 6 6 6 6 5 1.0 

肢体不自由 291 293 274 255 246 242 50.5 

内部障害 173 168 166 164 158 162 33.8 

資料：民生課（各年度４月１日現在） 

  

173 168 166 164 158 162

291 293 274 255 246 242

6 6
6

6 6 5

39 41
41

38 36 38

25 24
26

25
26 32

534 532
513

488 472 479

0

100

200

300

400

500

600

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

視覚障害

聴覚・平衡機能障害

音声・言語・そしゃく機能

障害
肢体不自由

内部障害

（人）
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３ 療育手帳所持者の状況 

 

【障害程度別療育手帳所持者数の推移】 

 

 

単位（人） 
平成 30 

年度 

令和元 

年度 

令和２ 

年度 

令和３ 

年度 

令和４ 

年度 

令和５ 

年度 

 
構成比 

（％） 

療育手帳 

所持者数合計 
98 101 100 106 108 110 100.0 

 

Ａ （最重度） 8 9 9 11 12 12 10.9 

Ａ （重度） 31 33 33 31 29 29 26.4 

Ｂ （中度） 29 27 26 27 29 30 27.3 

Ｂ （軽度） 30 32 32 37 38 39 35.5 

 

【年齢別療育手帳所持者数の推移】 

単位（人） 
平成 30 

年度 

令和元 

年度 

令和２ 

年度 

令和３ 

年度 

令和４ 

年度 

令和５ 

年度 

 
構成比 

（％） 

合計 98 101 100 106 108 110 100.0 

  

18 歳未満 31 29 25 28 30 30 27.3 

18～64 歳 61 66 68 69 69 72 65.5 

65 歳以上 6 6 7 9 9 8 7.3 

資料：民生課（各年度４月１日現在） 

 

 

  

30 32 32 37 38 39

29 27 26
27 29 30

31 33 33
31 29 29

8 9 9
11 12 12

98 101 100
106 108 110

0

20

40

60

80

100

120

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

Ａ （最重度）

Ａ（重度）

Ｂ （中度）

Ｂ（軽度）

（人）
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４ 精神障害者保健福祉手帳所持者の状況 

 

【等級別精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移】 

 
 

単位（人） 
平成 30 

年度 

令和元 

年度 

令和２ 

年度 

令和３ 

年度 

令和４ 

年度 

令和５ 

年度 

 
構成比 

（％） 

精神障害者保健福祉 

手帳所持者数合計 
121 128 128 140 157 170 100.0 

  

１級 8 7 6 5 6 6 3.5 

２級 71 70 68 87 92 95 55.9 

３級 42 51 54 48 59 69 40.6 

 

【年齢別精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移】 

単位（人） 
平成 30 

年度 

令和元 

年度 

令和２ 

年度 

令和３ 

年度 

令和４ 

年度 

令和５ 

年度 

 
構成比 

（％） 

合計 121 128 128 140 157 170 100.0 

  

18 歳未満 15 16 12 9 15 16 9.4 

18～64 歳 84 93 94 104 115 124 72.9 

65 歳以上 22 19 22 27 27 30 17.6 

資料：民生課（各年度４月１日現在） 

  

42 51 54 48 59 69

71
70 68 87

92
958

7 6
5

6
6

121
128 128

140

157
170

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

１級

２級

３級

（人）
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５ 自立支援医療（精神通院）受給者の状況 

 

【自立支援医療（精神通院）受給者数の推移】 

 
 

【年齢別自立支援医療（精神通院）受給者数の推移】 

単位（人） 
平成 30 

年度 

令和元 

年度 

令和２ 

年度 

令和３ 

年度 

令和４ 

年度 

令和５ 

年度 

 
構成比 

（％） 

合計 218 222 230 234 249 257 100.0 

  

18 歳未満 30 35 28 19 26 25 9.7 

18～64 歳 147 150 163 180 177 187 72.8 

65 歳以上 41 37 39 35 46 45 17.5 

資料：民生課（各年度４月１日現在） 

 

 

６ 難病の状況 

 

【特定疾患医療受給者証所持者数の推移】 

 
資料：広島県西部保健所広島支所（各年度４月１日現在） 

 

  

218 222 230 234 249 257 

0

100

200

300

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

（人）

84 84 90 
100 

114 121 

0

50

100

150

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

（人）
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７ 障害支援区分認定者の状況 

 

【障害支援区分認定者数の推移】 

 
 

単位（人） 
平成 30 

年度 

令和元 

年度 

令和２ 

年度 

令和３ 

年度 

令和４ 

年度 

令和５ 

年度 

 
構成比 

（％） 

合計 58 59 64 66 65 68 100.0 

  

区分１ 0 0 0 2 2 2 2.9 

区分２ 12 13 12 13 14 11 16.2 

区分３ 7 6 9 9 9 16 23.5 

区分４ 10 12 14 15 12 12 17.6 

区分５ 9 8 8 5 7 7 10.3 

区分６ 20 20 21 22 21 20 29.4 

資料：民生課（各年度４月１日現在） 

 

  

20 20 21 22 21 20

9 8 8 5 7 7

10 12
14 15 12 12

7 6

9 9
9
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12 13 14
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0 0

0 2 2
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0
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20
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40
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平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

区分１

区分２

区分３

区分４

区分５

区分６

（人）
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８ 障害のある子どもを取り巻く保育・教育環境の状況 

（１）保育園等における障害児保育の実施状況 

 

【障害児保育入所児童数の推移】 

単位（人） 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

保育園等入所児童数 458 455 448 466 457 453 

 うち障害児 5 4 2 8 10 8 

資料：民生課（各年度５月１日現在） 

 

【年齢別障害児保育入所児童数】 

単位（人） 合計 ０歳児 １歳児 ２歳児 年少 年中 年長 

保育園等入所児童数 453 10 54 72 89 115 113 

 うち障害児 8 0 0 0 0 5 3 

資料：民生課（令和５年５月１日現在） 

 

（２）学校における特別支援教育の実施状況 

 

【特別支援学級等 児童生徒数の推移】 

単位（人） 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

小学校児童数 796 804 738 736 729 691 

 特別支援学級 24 26 26 26 32 36 

 通級指導教室 10 12 9 13 9 12 

中学校生徒数 355 347 369 360 377 361 

 特別支援学級 7 9 7 7 13 20 

 通級指導教室 4 1 3 4 4 2 

資料：学校教育課（各年度５月１日現在） 

 

【特別支援学級等 学年別児童生徒数】 

単位（人） 合計 １学年 ２学年 ３学年 ４学年 ５学年 ６学年 

小学校児童数 691 102 127 120 100 128 114 

 特別支援学級 36 3 3 7 4 14 5 

 通級指導教室 12 1 2 1 0 4 4 

中学校生徒数 361 124 124 113    

 特別支援学級 20 8 7 5    

 通級指導教室 2 0 2 0    

資料：学校教育課（令和５年５月１日現在） 
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【３】アンケート調査結果から読み取れる現状と課題 

 

１ 障害者の状況について 

【 調査結果の概要（ポイント） 】 

今後の課題 

● 身体障害のある人の高齢化を見据えた支援内容の検討をはじめ、知的障

害のある人の家族介助者への支援の充実、精神障害のある人に対する社

会参加や就労支援の充実など、障害区分別や年齢による障害特性の違い

に配慮した、より効果的な支援内容の検討が必要です。 

 

２ 障害福祉サービスの利用について 

【 調査結果の概要（ポイント） 】 
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今後の課題 

● 「移動支援」「短期入所」などの日中活動系サービスや「就労継続支援」

などの訓練・就労系サービスなどのニーズへの対応が必要です。18 歳未

満では、特に「放課後等デイサービス」へのニーズの対応が必要です。 

● 障害福祉サービスの改善に向けて、分かりやすい情報提供、利用条件等

の柔軟化、申請手続きの分かりやすさなどが求められています。 

 

 

３ 住まいや暮らしについて 

【 調査結果の概要（ポイント） 】 

 

今後の課題 

● 介助者の高齢化や健康の不安に対するきめ細かな支援が必要です。 

● 障害のある人が、希望する場所で生活できるよう、経済的負担の軽減、

医療的ケアや生活支援サービスの充実、障害に適した住環境の整備など

が必要です。 
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４ 相談について 

【 調査結果の概要（ポイント） 】 

 

今後の課題 

● ワンストップ型の相談窓口が求められており、障害特性の違いや年齢な

ど、個々の状況に応じた専門性のある相談体制の充実が必要です。 

● 地域活動支援センターの利用を促進するための周知が必要です。 

 

 

５ 就労や日中の活動について 

【 調査結果の概要（ポイント） 】 
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今後の課題 

● 障害のある人の就労の場を確保するために、障害者雇用率の向上をはじ

め、職場における合理的配慮や差別禁止等の徹底、短時間勤務や通院し

ながらの勤務など障害の特性に応じた柔軟な労働条件の整備が求められ

ています。 

● 農福連携についての啓発活動の充実など、情報発信を充実し、障害のあ

る人への就労の場の選択肢を増やす必要があります。 

 

６ コミュニケーションや社会参加について 

【 調査結果の概要（ポイント） 】 
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今後の課題 

● 精神障害のある人など、地域活動に参加している割合が低い人は、今後

の参加意向割合も低い傾向にあります。地域共生社会の実現を目指し、

障害に対する地域の人の理解を進めるために、地域の福祉活動等を通し

て、障害のある人と地域住民との交流の機会を充実させることが必要で

す。 

● 障害のある人にとって必要な情報伝達やコミュニケーションが円滑にで

きるよう、意思疎通支援の充実を図るとともに、障害の特性に応じた効

果的な情報の提供や情報伝達手段の検討が必要です。 

● 障害のある人の地域社会における孤立の防止や災害時の避難支援のため

に、地域の見守りネットワークの構築と連携、避難行動要支援者避難支

援名簿等の周知、登録に向けた啓発の充実が必要です。 

 

７ 療育・保育・教育について 

【 調査結果の概要（ポイント） 】 

 

今後の課題 

● 障害のある子どもが十分な教育・保育を受けられるよう、合理的配慮を

はじめとする環境の整備をはじめ、教職員等が児童・生徒に適切に対応

することができるための専門性の向上、子どもの特性に応じた教育指導、

相談体制の充実が必要です。 

● 発達障害や障害のある子どもの家族に対する支援、保護者等の精神的負

担の軽減を目的としたレスパイト施策の充実をはじめ、ペアレントト

レーニング等の養育能力向上に向けて学ぶ場や情報を共有する場、抱え

る悩みに適応した専門的な相談体制の充実が必要です。 
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８ 行政の福祉施策について 

【 調査結果の概要（ポイント） 】 

 

今後の課題 

● 障害福祉サービスの充実はもとより、相談体制の充実、経済的な支援、

障害についての理解の促進など、関連機関との連携を図りながら、包括

的な支援体制を充実させていく必要があります。 
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【４】障害者支援に関する事業所調査から読み取れる課題 

 

１ 障害者福祉事業を運営する上で困っていること（問題点や課題） 

【 主な回答結果（回答要旨：抜粋） 】 

 

２ 障害福祉サービスが利用しやすくなるため必要だと思うこと 

【 主な回答結果（回答要旨：抜粋） 】 
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３ 障害福祉サービスの提供方針について 

 

【 ７事業所の回答の内訳 】 
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短期入所（ショートステイ）

生活介護

療養介護

自立訓練（※）

就労移行支援

就労継続支援（Ａ型）

就労継続支援（Ｂ型）

就労定着支援
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訪問入浴サービス

児童発達支援

居宅訪問型児童発達支援

医療型児童発達支援

放課後等デイサービス

保育所等訪問支援

障害児相談支援

福祉型障害児入所支援

医療型障害児入所支援

地域活動支援センターⅢ型
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【その他の回答】 
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４ 今後、新設（新規参入）を検討しているサービス 

 

回答件数 今後、新設（新規参入）を検討しているサービス 

２ 就労継続支援（B 型） 

１ 同行援護 

１ 行動援護 

１ 新設を検討しているサービスはない・わからない 

 

５ 計画策定にあたっての意見や要望 

【 主な回答結果（回答要旨：抜粋） 】 
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【５】障害者支援に関する関係団体調査から読み取れる課題 

 

１ 支援活動を行う上で困っていること 

【 主な回答結果（回答要旨：抜粋） 】 

 

２ 有効と思われる取組やアイデア等 

【 主な回答結果（回答要旨：抜粋） 】 

（１）障害福祉サービスの提供について 

 

（２）相談支援体制について 

 

（３）雇用・就労の促進 
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（４）療育・保育・教育の充実 

 

（５）権利擁護・差別解消の推進 

（６）地域での生活を支援する様々な取組の充実 

 

３ 計画策定にあたっての意見や要望 

【 主な回答結果（回答要旨：抜粋） 】 
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 第３章 前期計画の進捗状況  

 

【１】成果目標の進捗状況 

 

１ 福祉施設入所者の地域生活への移行 

 

 
令和５年度末の 

目標数値 

令和４年度末の 

進捗状況 
国の基本指針 

① 令和元年度末時点の施設入所者数 
13 人 

（基準値） 
－ － 

② 令和５年度末の施設入所者数 12 人 11 人 － 

③ 令和５年度末の施設入所者の削減見込

者数（①－②） 
1 人 2 人 － 

④ 施設入所者の削減割合（③/①） 7.7％ 15.4％ 
①から 1.6％以上 

削減 

⑤ 令和５年度末までの施設入所者の地域移

行者数 
1 人 0 人 － 

⑥ 地域生活移行率（⑤/①） 7.7％ 0.0％ ①の 6％以上 

 

 

２ 地域生活支援拠点等が有する機能の充実 

 

 
令和５年度末の 

目標数値 

令和４年度末の 

進捗状況 
国の基本指針 

① 令和５年度末までの地域生活支援拠点

等の整備箇所数 
1 箇所 0 箇所 

各市町村又は 

各圏域に 

1 つ以上確保 

② 地域生活支援拠点等（システム）が有する

機能の充実に向けた検証及び検討の年

間の実施回数（回/年） 

1 回 0 回 

年 1 回以上、 

運用状況を 

検証及び検討 
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３ 福祉施設から一般就労への移行等 

（１）一般就労への移行 

 

 
令和５年度末の 

目標数値 

令和４年度末の 

進捗状況 
国の基本指針 

① 令和元年度末時点の福祉施設から一般

就労への移行者数 

1 人 

（基準値） 
－ － 

② 令和５年度末時点の福祉施設から一般

就労への移行者数 
2 人 1 人 － 

③ 一般就労移行割合（②/①） 2.0 倍 1.0 倍 ①の 1.27 倍以上 

 

 

（２）就労移行支援事業利用者からの一般就労移行者数 

 

 
令和５年度末の 

目標数値 

令和４年度末の 

進捗状況 
国の基本指針 

① 令和元年度末時点の就労移行支援事業

利用者から一般就労への移行者数 

1 人 

（基準値） 
－ － 

② 令和５年度末時点の就労移行支援事業

利用者から一般就労への移行者数 
1 人 1 人 － 

③ 一般就労移行割合（②/①） 1.0 倍 1.0 倍 ①の 1.30 倍以上 

 

  



27 

 

（３）就労継続支援Ａ型事業利用者からの一般就労移行者数 

 

 
令和５年度末の 

目標数値 

令和４年度末の 

進捗状況 
国の基本指針 

① 令和元年度末時点の就労継続支援Ａ型

事業利用者から一般就労への移行者数 

0 人 

（基準値） 
－ － 

② 令和５年度末時点の就労継続支援Ａ型

事業利用者から一般就労への移行者数 
1 人 0 人 － 

③ 一般就労移行割合（②/①） － － ①の 1.26 倍以上 

 

 

（４）就労継続支援Ｂ型事業利用者からの一般就労移行者数 

 

 
令和５年度末の 

目標数値 

令和４年度末の 

進捗状況 
国の基本指針 

① 令和元年度末時点の就労継続支援Ｂ型

事業利用者から一般就労への移行者数 

0 人 

（基準値） 
－ － 

② 令和５年度末時点の就労継続支援Ｂ型

事業利用者から一般就労への移行者数 
0 人 0 人 － 

③ 一般就労移行割合（②/①） － － ①の 1.23 倍以上 
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（５）就労定着支援事業の利用者数 

 

 
令和５年度末の 

目標数値 

令和４年度末の 

進捗状況 
国の基本指針 

① 令和５年度末時点の福祉施設から一般

就労への移行者数 
2 人 1 人 － 

② 令和５年度末時点の就労定着支援事業

の利用者数 
2 人 1 人 － 

③ 就労定着支援事業の利用割合（②/①） 100.0％ 100.0％ ①の７割 

 

 

（６）就労定着支援事業所の就労定着率 

 

 
令和５年度末の 

目標数値 

令和４年度末の 

進捗状況 
国の基本指針 

① 令和５年度末時点の就労定着支援事業

所数 
0 箇所 0 箇所 － 

② 令和５年度末時点の就労定着率が８割以

上の事業所数 
0 箇所 0 箇所 － 

③ 令和５年度末時点の就労定着率８割以

上の事業所が全事業所に占める割合 

（②/①） 

－ － ①の７割以上 
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４ 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 

 

 

目標数値 進捗状況 
国の 

基本指針 令和３ 

年度 

令和４ 

年度 

令和５ 

年度 

令和３ 

年度 

令和４ 

年度 

令和５ 

年度 

① 保健、医療及び福祉関係者に

よる協議の場の開催回数 
1 回 1 回 1 回 1 回 1 回 1 回 － 

② 保健、医療及び福祉関係者に

よる協議の場の関係者の参加

者数 

14 人 14 人 14 人 21 人 24 人 25 人 － 

③ 保健、医療及び福

祉関係者による協

議の場における目

標設定及び評価の

実施回数 

目標設定 1 回 1 回 1 回 0 回 0 回 0 回 － 

評価 1 回 1 回 1 回 0 回 0 回 0 回 － 

④ 精神障害者の地域移行支援 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 1 人 － 

⑤ 精神障害者の地域定着支援 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 － 

⑥ 精神障害者の共同生活援助 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 1 人 － 

⑦ 精神障害者の自立生活援助 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 － 

 
※ 令和５年度の進捗状況は見込み 

注：④～⑦は月間利用者数 
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５ 障害児支援の提供体制の整備等 

 

 
令和５年度末の 

目標数値 

令和４年度末の 

進捗状況 
国の基本指針 

① 児童発達支援センターの設置数 1 箇所 0 箇所 
各市町村に少なくとも 

１箇所以上設置 

② 保育所等訪問支援を利用できる体制の構

築 
1 箇所 0 箇所 

各市町に利用できる 

体制を構築 

③ 主に重症心身障害児を支援する児童発

達支援事業所の設置数 
１箇所（圏域） 2 箇所 

各市町村に少なくとも 

1 箇所以上確保 

④ 主に重症心身障害児を支援する放課後

等デイサービス支援事業所の設置数 
１箇所（圏域） 2 箇所 

各市町村に少なくとも 

1 箇所以上確保 

⑤ 医療的ケア児支援のための保健、医療、

障害福祉、保育、教育等の関係機関が連

携を図るための協議の場の設置 

設置済み 設置済み 

各都道府県、各圏域、

各市町村において 

協議の場を設置 

⑥ 医療的ケア児等に関するコーディネーター

の配置 
1 人 4 人 

各都道府県、各圏域、

各市町村において 

コーディネーターを配置 
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６ 相談支援体制の充実・強化等 

 

 

目標数値 進捗状況 
国の 

基本指針 令和３ 

年度 

令和４ 

年度 

令和５ 

年度 

令和３ 

年度 

令和４ 

年度 

令和５ 

年度 

① 総合的・専門的な相談支援の

実施の有無 
無 有 有 無 無 無 － 

② 地域の相談支援事業者に対す

る訪問等による専門的な指導・

助言件数 

0 件 2 件 2 件 0 件 0 件 0 件 － 

③ 地域の相談支援事業者の人材

育成の支援件数 
0 件 2 件 2 件 0 件 0 件 0 件 － 

④ 地域の相談機関との連携強化

の取組実施回数 
0 回 2 回 2 回 0 回 0 回 0 回 － 

 

 

７ 障害福祉サービスの質を向上させるための取組 

 

 

目標数値 進捗状況 
国の 

基本指針 令和３ 

年度 

令和４ 

年度 

令和５ 

年度 

令和３ 

年度 

令和４ 

年度 

令和５ 

年度 

① 都道府県が実施する障害福祉

サービス等に係る研修その他の

研修への職員の参加人数 

1 人 1 人 1 人 0 人 0 人 0 人 － 

② 障害者自立支援

審査支払等シス

テムによる審査結

果の共有 

体制有無 無 無 有 無 無 無 － 

実施回数 0 回 0 回 1 回 0 回 0 回 0 回 － 
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８ 発達障害者等に対する支援 

 

 

目標数値 進捗状況 
国の 

基本指針 令和３ 

年度 

令和４ 

年度 

令和５ 

年度 

令和３ 

年度 

令和４ 

年度 

令和５ 

年度 

① ペアレントトレーニングやペアレ

ントプログラム等の支援プログラ

ム等の受講者数 

8 人 8 人 8 人 2 人 5 人 6 人 － 

② ペアレントメンターの人数 2 人 2 人 2 人 2 人 2 人 2 人 － 

③ ピアサポート活動への参加人数 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 73 人 － 

※ 令和５年度の進捗状況は見込み 
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【２】第６期障害福祉計画の進捗状況 

 

１ 訪問系サービス 

 

サービス種類 単位 
第６期計画値 第６期実績値 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

居宅介護 
人/月 20 21 22 14 20 20 

時間/月 380 400 420 337 349 355 

重度訪問介護 
人/月 2 2 2 0 0 0 

時間/月 120 140 160 0 0 0 

同行援護 
人/月 1 1 1 0 0 0 

時間/月 4 4 4 0 0 0 

行動援護 
人/月 2 2 2 1 1 1 

時間/月 50 80 100 50 50 50 

重度障害者等 

包括支援 

人/月 0 0 0 0 0 0 

時間/月 0 0 0 0 0 0 

合 計 
人/月 25 26 27 15 21 21 

時間/月 554 624 684 387 399 405 

 

注：令和５年度は令和５年９月末日現在の実績値（以下同様） 

 

 

  



34 

 

２ 日中活動系サービス 

 

サービス種類 単位 
第６期計画値 第６期実績値 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

生活介護 
人/月 20 21 22 20 23 23 

人日/月 417 437 457 372 419 379 

自立訓練 

（機能訓練） 

人/月 0 0 0 1 1 0 

人日/月 0 0 0 1 3 0 

自立訓練 

（生活訓練） 

人/月 6 7 8 7 9 8 

人日/月 90 105 120 91 138 115 

就労移行支援 
人/月 2 3 4 6 4 6 

人日/月 40 60 80 93 56 83 

就労継続支援 

Ａ型 

人/月 9 10 10 8 8 10 

人日/月 180 200 200 172 164 198 

就労継続支援 

Ｂ型 

人/月 22 23 25 23 27 28 

人日/月 345 360 390 405 476 443 

就労定着支援 人/月 4 5 5 2 5 4 

療養介護 人/月 6 6 6 6 6 6 

短期入所 

（福祉型） 

人/月 5 6 7 6 8 6 

人日/月 20 24 28 29 50 43 

短期入所 

（医療型） 

人/月 2 2 2 0 0 0 

人日/月 8 8 8 0 0 0 
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３ 居住系サービス 

 

サービス種類 単位 
第６期計画値 第６期実績値 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

自立生活援助 人/月 0 0 0 0 0 0 

共同生活援助 

（グループホーム） 
人/月 9 10 11 8 11 12 

施設入所支援 人/月 13 13 12 11 11 12 

 

 

４ 相談支援 

 

サービス種類 単位 
第６期計画値 第６期実績値 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

計画相談支援 人/月 20 25 30 25 25 36 

地域移行支援 人/月 0 0 0 0 0 1 

地域定着支援 人/月 0 0 0 0 0 0 
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５ 地域生活支援事業 

（１）必須事業 

 

サービス種類 単位 
第６期計画値 第６期実績値 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

理解促進研修・啓発事業 実施の有無 有 有 有 無 無 無 

自発的活動支援事業 実施の有無 有 有 有 有 有 有 

相
談
支
援
事
業 

障害者相談支援事業 箇所数 3 3 3 3 2 2 

基幹相談支援センター 設置の有無 無 無 有 無 無 無 

基幹相談支援センター等 

機能強化事業 
実施の有無 無 無 有 無 無 無 

住宅入居等支援事業 実施の有無 無 無 無 無 無 無 

成年後見制度利用支援事業 利用件数/年 0 0 2 0 0 0 

成年後見制度法人後見支援事業 実施の有無 無 無 有 無 無 無 

意
思
疎
通

支
援
事
業 

手話通訳者・要約筆記者 

派遣事業 
利用件数/月 3 3 3 2 2 2 

手話通訳者設置事業 設置人数/月 0 0 0 0 0 0 

日
常
生
活
用
具
給
付
等
事
業 

介護・訓練支援用具 利用件数/年 1 1 1 1 1 0 

自立生活支援用具 利用件数/年 5 5 5 3 2 2 

在宅療養等支援用具 利用件数/年 2 2 2 2 1 0 

情報・意思疎通支援用具 利用件数/年 1 1 1 1 1 1 

排泄管理支援用具 利用件数/年 341 350 360 348 330 318 

居宅生活動作補助用具 

（住宅改修） 
利用件数/年 0 0 0 0 1 1 

手話奉仕員養成研修事業 
人/年 

（講習修了者数）
5 6 7 7 9 10 

移動支援事業 人/月 12 13 13 18 24 22 

地域活動支援センター 人/月 17 18 19 12 10 11 
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（２）任意事業 

 

サービス種類 単位 
第６期計画値 第６期実績値 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

福祉ホーム事業 人/月 0 0 0 0 0 0 

訪問入浴サービス事業 人/月 1 1 1 2 1 1 

日中一時支援事業 人/月 1 1 1 1 1 1 
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【３】第２期障害児福祉計画の進捗状況 

 

１ 障害児に関するサービス 

 

サービス種類 単位 
第２期計画値 第２期実績値 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

児童発達支援 
人/月 2 3 3 8 12 13 

人日/月 24 36 36 49 95 85 

医療型児童 

発達支援 

人/月 1 1 1 0 0 1 

人日/月 4 4 4 0 0 6 

放課後等 

デイサービス 

人/月 31 34 37 27 42 42 

人日/月 372 408 444 288 342 377 

保育所等 

訪問支援 

人/月 1 1 1 0 0 0 

人日/月 2 2 2 0 0 0 

居宅訪問型 

児童発達支援 

人/月 1 1 1 0 0 0 

人日/月 4 4 4 0 0 0 

障害児相談支援 人/月 8 9 10 7 13 13 

医療的ケア児に対する

コーディネーターの設置 
人 1 1 1 2 4 4 

 

 

２ 障害児の子ども・子育て支援 

 

種別 単位 
第２期計画値 第２期実績値 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

保育園 人/月 5 6 6 5 6 5 

認定こども園 人/月 10 11 11 6 5 3 

放課後児童健全育成事業

（留守家庭児童会） 
人/月 12 13 13 15 13 13 
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 第４章 第７期障害福祉計画及び第３期障害児福祉計画  

 

【１】国の基本指針について 

 

１ 基本指針の見直し 

 

【 基本指針見直しの主なポイント（要旨） 】 

基本指針 見直しのポイント 

１ 入所等から地域生活への移

行、地域生活の継続の支援 

・ 重度障害者等への支援に係る記載の拡充 

・ 障害者総合支援法の改正による地域生活支援拠点等の整

備の努力義務化等を踏まえた見直し 

２ 精神障害にも対応した地域

包括ケアシステムの構築 

・ 精神保健福祉法の改正等を踏まえた更なる体制整備 

・ 医療計画との連動性を踏まえた目標値の設定 

３ 福祉施設から一般就労への

移行等 

・ 一般就労への移行及び定着に係る目標値の設定 

・ 一般就労中の就労系障害福祉サービスの一時利用に係る

記載の追記 

４ 障害児のサービス提供体制

の計画的な構築 

・ 児童発達支援センターの機能強化と地域の体制整備 

・ 障害児入所施設からの移行調整の取組の推進 

・ 医療的ケア児等支援法の施行による医療的ケア児等に対

する支援体制の充実 

・ 聴覚障害児への早期支援の推進の拡充 

５ 発達障害者等支援の一層の

充実 

・ ペアレントトレーニング等プログラム実施者養成推進 

・ 発達障害者地域支援マネージャーによる困難事例に対す

る助言等の推進 

６ 地域における相談支援体制

の充実強化 

・ 基幹相談支援センターの設置等の推進 

・ 協議会の活性化に向けた成果目標の新設 

７ 障害者等に対する虐待の防

止 

・ 自治体による障害者虐待への組織的な対応の徹底 

・ 精神障害者に対する虐待の防止に係る記載の新設 

８ 「地域共生社会」の実現に

向けた取組 

・ 社会福祉法に基づく地域福祉計画等との連携や市町村に

よる包括的な支援体制の構築の推進に係る記載の新設 
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基本指針 見直しのポイント 

９ 障害福祉サービスの質の確

保 

・ 都道府県による相談支援専門員等への意思決定支援ガイ

ドライン等を活用した研修等の実施を活動指標に追加 

10 障害福祉人材の確保・定着 

・ ＩＣＴの導入等による事務負担の軽減等に係る記載の新

設 

・ 相談支援専門員及びサービス管理責任者等の研修修了者

数等を活動指標に追加 

11 よりきめ細かい地域ニー

ズを踏まえた障害（児）福

祉計画の策定 

・ 障害福祉ＤＢの活用等による計画策定の推進 

・ 市町村内のより細かな地域単位や重度障害者等のニーズ

把握の推進 

12 障害者による情報の取得

利用・意思疎通の推進 

・ 障害特性に配慮した意思疎通支援や支援者の養成等の促

進に係る記載の新設 

13 障害者総合支援法に基づ

く難病患者への支援の明確

化 

・ 障害福祉計画等の策定時における難病患者、難病相談支

援センター等からの意見の尊重、支援ニーズの把握及び

特性に配慮した支援体制の整備 

14 その他：地方分権提案に対

する対応 

・ 計画期間の柔軟化 

・ サービスの見込量以外の活動指標の策定を任意化 
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２ 成果目標の見直し 

 

【 成果目標（令和８年度末の目標）の見直しのポイント（要旨） 】 

１ 施設入所者の地域生活への移行 

○ 地域移行者数：令和４年度末施設入所者数の６％以上 

○ 施設入所者数：令和４年度末の５％以上削減 

 

２ 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 

○ 精神障害者の精神病床から退院後１年以内の地域における平均生活日数：325.3 日以上 

○ 精神病床における１年以上入院患者数・精神病床における早期退院率：３か月後 68.9％以

上、６か月後 84.5％以上、１年後 91.0％以上 

 

３ 地域生活支援の充実 

○ 各市町村において地域生活支援拠点等を整備するとともに、コーディネーターの配置など

による効果的な支援体制及び緊急時の連絡体制の構築を進め、また、年１回以上、支援の

実績等を踏まえ運用状況の検証・検討を行うこと 

○ 強度行動障害を有する者に関し、各市町村又は圏域において支援ニーズを把握し、支援体

制の整備を進めること【新規】 

 

４ 福祉施設から一般就労への移行等 

○ 一般就労への移行者数：令和３年度実績の 1.28 倍以上 

○ 就労移行支援事業利用終了者に占める一般就労へ移行した者の割合が５割以上の事業所：

就労移行支援事業所の５割以上【新規】 

○ 各都道府県は地域の就労支援ネットワークの強化、関係機関の連携した支援体制を構築す

るため、協議会を活用して推進【新規】 

○ 就労定着支援事業の利用者数：令和３年度末実績の 1.41 倍以上 

○ 就労定着支援事業利用終了後一定期間の就労定着率が７割以上となる就労定着支援事業

所の割合：２割５分以上 
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５ 障害児支援の提供体制の整備等 

○ 児童発達支援センターの設置：各市町村又は各圏域に１箇所以上 

○ 全市町村において、障害児の地域社会への参加・包容の（インクルージョン）推進体制の

構築 

○ 各都道府県は難聴児支援を総合的に推進するための計画を策定するとともに、各都道府県

及び必要に応じて政令市は、難聴児支援の中核的機能を果たす体制を構築 

○ 重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所等：各市町村又は圏域に１箇所以上 

○ 各都道府県は医療的ケア児支援センターを設置【新規】 

○ 各都道府県及び各政令市において、障害児入所施設からの移行調整に係る協議の場を設置

【新規】 

 

６ 相談支援体制の充実・強化等 

○ 各市町村において、基幹相談支援センターを設置等 

○ 協議会における個別事例の検討を通じた地域サービス基盤の開発・改善等【新規】 

 

７ 障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築 

○ 各都道府県及び各市町村において、サービスの質向上のための体制を構築 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【 参考資料／障害福祉サービス見込量の算出にあたっての考え方 】 

資料：厚生労働省「障害福祉計画策定に係る実態調査及びＰＤＣＡサイクルに関するマニュアル（令和２（2020）年３月）」より作成 

利用者・事業者側の要因 

利用者 事業者 

利用者ニーズ 

保護者や家族の状況 

利用対象者の範囲 

新規参入事業者 

・撤退事業者 

事業者による供給量 

福祉人材 
過去の 

サービス 

実績値 

将来の 

サービス 

見込量 

障害福祉施策 地域社会 

障がい福祉政策 

の方向性 

障がい福祉サービス 

の種類 

地域の人口構成 

市町村行政 

その他の要因（社会的背景等） 
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【２】成果目標の設定 

 

１ 福祉施設入所者の地域生活への移行 

 

■国の基本指針■ 

 

■本町の目標■ 

（１）施設入所者の地域生活への移行 

 

 数値 備考 

施設入所者数 11 人 ・令和４年度末時点の入所者数（Ａ） 

施設入所者の地域生活へ

の移行者数 
0 人 ・令和８年度末までの地域生活への移行者数（Ｂ） 

地域生活への移行率 － （Ｂ/Ａ） 

 

（２）施設入所者の削減 

 

 数値 備考 

施設入所者の削減数 0 人 ・令和８年度末時点での削減見込者数（Ｃ） 

施設入所者の削減割合 － 
・令和４年度末時点の入所者数（Ａ）からの削減割合 

（Ｃ/Ａ） 
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２ 地域生活支援の充実 

 

■国の基本指針■ 

 

■本町の目標■ 

（１）地域生活支援拠点等の状況 

 令和８年度 

① 地域生活支援拠点等の設置状況 1 箇所 

② コーディネーターの配置人数 1 人 

③ 地域生活支援拠点等の機能を担う障害福祉サービス事業所等の担当者の

配置 
1 人 

④ 運用状況の検証及び検討 

（支援の実績等を踏まえた検証及び検討の実施回数） 
2 回/年 

⑤ 地域生活支援拠点における効果的な支援体制の構築 有 

⑥ 地域生活支援拠点における緊急時の連絡体制の構築 有 

 

（２）強度行動障害を有する障害者の支援体制の整備 

 

 令和８年度 

① 強度行動障害を有する障害者に関するニーズ把握等の実施 有 

② 強度行動障害を有する障害者に関する地域の関係機関が連携した支援体

制の整備 
有 
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３ 福祉施設から一般就労への移行 

 

■国の基本指針■ 

【福祉施設から一般就労への移行に関する目標】 

ることを基本とする。 

 

【就労移行支援事業所から一般就労への移行に関する目標】 

 

【就労定着支援事業所利用後の就労定着率※に関する目標】 
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■本町の目標■ 

 

 令和３年度 令和８年度 
比較 

（国の指針） 

① 一般就労への移行 3 人 4 人 
1.33 倍 

（1.28 倍） 

② 就労移行支援事業利用者からの一般就労移

行者数 
3 人 3 人 

1.00 倍 

（1.31 倍） 

③ 就労継続支援Ａ型事業利用者からの一般就

労移行者数 
0 人 0 人 

－ 

（1.29 倍） 

④ 就労継続支援Ｂ型事業利用者からの一般就労

移行者数 
0 人 1 人 

－ 

（1.28 倍） 

⑤ 就労定着支援事業の利用者数 3 人 4 人 
1.33 倍 

（1.41 倍） 

 

 

 令和８年度 

就労移行支援事業所数 １箇所 

就労移行支援事業利用修了者のうち一般就労へ移行した者の割合が５割以

上の事業所数 
１箇所 

一般就労へ移行した者の割合が５割以上の事業所の割合 
100.0％ 

（50％以上） 

 

 

 令和８年度 

就労定着支援事業所数 0 箇所 

就労定着支援事業利用修了後の就労定着率が７割以上の事業所数 0 箇所 

就労定着率が７割以上の事業所の割合 
－ 

（25％以上） 
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４ 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 

 

■国の基本指針■ 

 

■本町の目標■ 

 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

① 保健、医療及び福祉関係者による協議の場の

開催回数 
1 回 1 回 1 回 

② 保健、医療及び福祉関係者による協議の場の

関係者の参加者数 
24 人 24 人 24 人 

③ 保健、医療及び福祉関係者による協議の場に

おける目標設定及び評価の実施回数 
1 回 1 回 1 回 

④ 精神障害者の地域移行支援 1 人 1 人 1 人 

⑤ 精神障害者の地域定着支援 0 人 0 人 0 人 

⑥ 精神障害者の共同生活援助 1 人 1 人 1 人 

⑦ 精神障害者の自立生活援助 1 人 1 人 1 人 

⑧ 精神障害者の自立訓練（生活訓練） 3 人 3 人 3 人 

注：④～⑧は月間利用者数 
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５ 障害児支援の提供体制の整備等 

 

■国の基本指針■ 

 

■本町の目標■ 

 令和８年度 

① 児童発達支援センターの設置数 1 箇所 

② 保育所等訪問支援事業所の設置数 1 箇所 

③ 主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所の設置数 2 箇所 

④ 主に重症心身障害児を支援する放課後等デイサービス支援事業所の設置数 2 箇所 

⑤ 保育所等訪問支援等の活用による障害児の地域社会への参加・包括（インクルー

ジョン）の推進体制の構築 
1 箇所 

⑥ 医療的ケア児支援のための保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機関が

連携を図るための協議の場の設置 
有 

⑦ 医療的ケア児等に関するコーディネーターの配置人数 4 人 
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６ 相談支援体制の充実・強化等 

 

■国の基本指針■ 

 

■基幹相談支援センターの配置等の状況に関する目標■ 

 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

① 基幹相談支援センターの設置状況 1 箇所 1 箇所 1 箇所 

② 地域の相談支援事業所に対する訪問等による

専門的な指導・助言件数 
5 件 5 件 5 件 

③ 地域の相談支援事業者の人材育成の支援件

数 
3 件 3 件 3 件 

④ 地域の相談支援機関との連携強化の取組の実

施回数 
3 回 3 回 3 回 

⑤ 個別事例の支援内容の検証の実施回数 3 回 3 回 3 回 

⑥ 主任相談支援専門員の配置数 0 人 0 人 1 人 
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■国の基本指針■ 

 

■協議会での検討状況に関する目標■ 

 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

⑦ 相談支援事業所の参画による事例検討 

実施回数 
3 回 3 回 3 回 

⑧ 参加事業者・機関数 3 3 3 

⑨ 専門部会の設置 有 有 有 

⑩ 専門部会の実施回数 6 回 6 回 6 回 

 

７ 障害福祉サービスの質を向上させるための取組 
 

■国の基本指針■ 

 

■本町の目標■ 

 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

① 都道府県が実施する障害福祉サービス等に 

係る研修その他の研修への職員の参加人数 
1 人 1 人 1 人 

② 障害者自立支援審査支払等シス

テム等による審査結果の分析、 

その結果の活用、事業所や関係自

治体等と共有する体制の有無及び

その実施回数 

体制有無 無 無 無 

実施回数 0 回 0 回 0 回 

③ 指導監査結果の関係自治体との共有体制の 

有無 
無 無 無 

④ 指導監査結果の関係自治体との共有回数 0 回 0 回 0 回 
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８ 発達障害者等に対する支援 

 

■国の基本指針■ 

 

■本町の目標■ 

 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

① ペアレントトレーニングやペアレントプログラム等

の支援プログラム等の受講者数 
6 人 6 人 6 人 

② ペアレントトレーニングやペアレントプログラム等

の支援プログラム等の実施者数 
2 人 2 人 2 人 

③ ペアレントメンターの人数 4 人 4 人 4 人 

④ ピアサポートの活動への参加人数 80 人 80 人 80 人 
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【３】第７期障害福祉計画 

 

 

１ 訪問系サービス 

 

サービス種類 単位 
第６期実績値 第７期見込量 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

居宅介護 
人/月 14 20 20 21 22 23 

時間/月 337 349 355 360 380 400 

重度訪問介護 
人/月 0 0 0 1 1 1 

時間/月 0 0 0 120 120 120 

同行援護 
人/月 0 0 0 0 0 0 

時間/月 0 0 0 0 0 0 

行動援護 
人/月 1 1 1 1 1 1 

時間/月 50 50 50 50 50 50 

重度障害者等 

包括支援 

人/月 0 0 0 0 0 0 

時間/月 0 0 0 0 0 0 

合 計 
人/月 15 21 21 23 24 25 

時間/月 387 399 405 530 550 570 
 

 

【 見込量確保のための方策 】 
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２ 日中活動系サービス 

 

サービス種類 単位 
第６期実績値 第７期見込量 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

生活介護 
人/月 20 23 23 25 27 29 

人日/月 372 419 379 455 491 527 

自立訓練 

（機能訓練） 

人/月 1 1 0 0 0 0 

人日/月 1 3 0 0 0 0 

自立訓練 

（生活訓練） 

人/月 7 9 8 10 11 12 

人日/月 91 138 115 168 198 228 

就労移行支援 
人/月 6 4 6 5 6 7 

人日/月 93 56 83 71 86 101 

就労継続支援 

Ａ型 

人/月 8 8 10 9 9 9 

人日/月 172 164 198 184 184 184 

就労継続支援 

Ｂ型 

人/月 23 27 28 29 31 33 

人日/月 405 476 443 514 552 590 

就労定着支援 人/月 2 5 4 5 5 5 

療養介護 人/月 6 6 6 6 6 6 

短期入所 

（福祉型） 

人/月 6 8 6 9 9 9 

人日/月 29 50 43 57 57 57 

短期入所 

（医療型） 

人/月 0 0 0 2 2 2 

人日/月 0 0 0 8 8 8 

 

 

【 見込量確保のための方策 】 
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３ 居住系サービス 

 

サービス種類 単位 
第６期実績値 第７期見込量 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

自立生活援助 人/月 0 0 0 1 1 1 

共同生活援助 

（グループホーム） 
人/月 8 11 12 12 13 14 

施設入所支援 人/月 11 11 12 11 11 11 

 

 

【 見込量確保のための方策 】 
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４ 相談支援 

 

サービス種類 単位 
第６期実績値 第７期見込量 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

計画相談支援 人/月 25 25 36 27 29 31 

地域移行支援 人/月 0 0 1 1 1 1 

地域定着支援 人/月 0 0 0 0 0 0 

 

【 見込量確保のための方策 】 
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５ 地域生活支援事業 

（１）必須事業 

 

サービス種類 単位 
第６期実績値 第７期見込量 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

理解促進研修・啓発事業 実施の有無 無 無 無 有 有 有 

自発的活動支援事業 実施の有無 有 有 有 有 有 有 

相
談
支
援
事
業 

障害者相談支援事業 箇所数 3 2 2 2 2 2 

基幹相談支援センター 設置の有無 無 無 無 有 有 有 

基幹相談支援センター等 

機能強化事業 
実施の有無 無 無 無 有 有 有 

住宅入居等支援事業 実施の有無 無 無 無 無 無 無 

成年後見制度利用支援事業 利用件数/年 0 0 0 0 0 2 

成年後見制度法人後見支援事業 実施の有無 無 無 無 無 無 有 

意
思
疎
通

支
援
事
業 

手話通訳者・要約筆記者 

派遣事業 
利用件数/月 2 2 2 3 3 3 

手話通訳者設置事業 設置人数/月 0 0 0 0 0 0 

日
常
生
活
用
具
給
付
等
事
業 

介護・訓練支援用具 利用件数/年 1 1 0 1 1 1 

自立生活支援用具 利用件数/年 3 2 2 3 3 3 

在宅療養等支援用具 利用件数/年 2 1 0 2 2 2 

情報・意思疎通支援用具 利用件数/年 1 1 1 1 1 1 

排泄管理支援用具 利用件数/年 348 330 318 340 340 340 

居宅生活動作補助用具 

（住宅改修） 
利用件数/年 0 1 1 1 1 1 

手話奉仕員養成研修事業 
人/年 

（講習修了者数）
7 9 10 10 10 10 

移動支援事業 人/月 18 24 22 25 26 27 

地域活動支援センター 人/月 12 10 11 11 11 11 
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【地域生活支援事業のサービス概要】 

サービス名 概要 

理解促進研修・啓発 

事業 

障害者等が日常生活及び社会生活を営む上で生じる「社会的障壁」

を除去するため、障害者等の理解を深めるため研修・啓発を通じて

地域住民への働き掛けを強化することにより、共生社会の実現を図

ります。 

自発的活動支援事業 

障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよ

う、障害者等、その家族、地域住民等による自発的な取組を支援し

ます。 

相談支援事業 

障害者等やその家族からの相談に応じ、必要な情報の提供等を行う

とともに、地域の相談支援事業者等からの相談に応じ、専門的な指

導・助言、情報収集・提供などを行います。 

成年後見制度利用支援

事業 

障害者の権利を擁護するため、判断能力が不十分な知的障害者又は

精神障害者に、後見人等の報酬等必要となる経費の全部又は一部に

ついて助成します。 

成年後見制度法人後見

支援事業 

成年後見制度における後見等の業務を適正に行うことができる法人

を確保できる体制を整備するとともに、町民後見人の活用も含めた

法人後見の活動を支援します。 

意思疎通支援事業 

聴覚・言語機能、音声機能、その他の障害のため、意思疎通を図る

ことに支障がある障害者等に対して、意思疎通の円滑化を図るため

の手話通訳者や要約筆記者の派遣を行います。 

日常生活用具給付等 

事業 

障害者等に対して、日常生活や介護が容易になる日常生活用具及び

住宅改修費を給付すること等により、自立した生活を促進します。 

手話奉仕員養成研修 

事業 

意思疎通を図ることに支障がある障害者等が自立した日常生活又は

社会生活を営むことができるよう、日常会話を行うのに必要な手話

語彙及び手話表現技術を習得した者を養成します。 

移動支援事業 
地域における自立生活や社会参加を促進するため、屋外での移動が

困難な障害者等について、外出の際の移動支援を行います。 

地域活動支援センター 

地域活動支援センターにおいて、地域の実情に応じ、利用者に対し

て創作的活動や生産活動の機会を提供、社会との交流の促進等を図

り、障害者等の地域における生活支援を促進します。 
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（２）任意事業 

 

サービス種類 単位 
第６期実績値 第７期見込量 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

福祉ホーム事業 人/月 0 0 0 0 0 0 

訪問入浴サービス事業 人/月 2 1 1 2 2 2 

日中一時支援事業 人/月 1 1 1 2 2 2 

 

【任意事業のサービス概要】 

サービス名 概要 

福祉ホーム事業 

家庭環境や住宅事情などにより、居宅での生活が困難な障害者（た

だし、常時の介護、医療を必要とする状態にある人を除く）で、現

に住居を求めている障害者を対象に、低額な料金で居室やその他の

設備を提供するとともに、日常生活に必要な援助を行います。 

訪問入浴サービス事業 
身体障害者を対象に、居宅に訪問し、入浴のサービスを提供しま

す。 

日中一時支援事業 日中における活動の場を確保し、日常的な生活訓練を行います。 

 

 

 

【 見込量確保のための方策 】 
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【４】第３期障害児福祉計画 

 

 

１ 障害児に関するサービス 

 

サービス種類 単位 
第２期実績値 第３期見込量 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

児童発達支援※ 
人/月 8 12 13 15 20 25 

人日/月 49 95 85 150 200 250 

医療型 

児童発達支援※ 

人/月 0 0 1 ― - - 

人日/月 0 0 6 - - - 

放課後等 

デイサービス 

人/月 27 42 42 45 48 50 

人日/月 288 342 377 362 382 402 

保育所等 

訪問支援 

人/月 0 0 0 3 5 10 

人日/月 0 0 0 36 60 120 

居宅訪問型 

児童発達支援 

人/月 0 0 0 0 0 0 

人日/月 0 0 0 0 0 0 

障害児相談支援 人/月 7 13 13 15 17 19 

医療的ケア児に対する

コーディネーターの設置 
人 2 4 4 4 4 4 

※ 児童発達支援は、令和６年４月 1 日から福祉型と医療型が統合 
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【 見込量確保のための方策 】 
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２ 障害児の子ども・子育て支援 

 

種別 単位 
第２期実績値 第３期見込量 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

保育園 人/月 5 6 5 10 10 10 

認定こども園 人/月 6 5 3 10 10 10 

放課後児童健全育成事業

（留守家庭児童会） 
人/月 15 13 13 15 15 15 

 

 

【 見込量確保のための方策 】 
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 第５章 計画の推進  

 

【１】計画の推進体制 

 

１ 庁内連携体制の強化 

 

２ 関係機関との連携の強化 

 

３ 坂町地域自立支援協議会等との連携 

 

４ 計画の周知 
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【２】計画の進行管理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

計画（Plan） 

○ 目標を設定し、目標達成に向けた

活動を立案する。 

実行（Do） 

○ 計画に基づき活動を実行する。 

点検・評価（Check） 

○ 活動を実施した結果を整理・集

約・分析し、考察する。 

改善（Action） 

○ 考察結果に基づき計画の目標

や活動を適宜見直す。 

【 ＰＤＣＡサイクルのプロセスイメージ 】 
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